
萩市須佐釣り桟橋管理委託業務仕様書 

 

 萩市須佐釣り桟橋の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。 

 

１ 趣旨 

本仕様書は、萩市須佐釣り桟橋の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを

目的とする。 

 

２ 萩市須佐釣り桟橋の管理に関する基本的な考え方 

  萩市須佐釣り桟橋を管理運営するに当たり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）萩市須佐釣り桟橋は、須佐湾の自然の入り江を活用した施設であり、地域住民と観光客とのふれ

あい又は交流による漁村の活性化を図るため、管理運営を行うこと。 

（２）利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、危機管理対策に努め、良好な施設の維

持管理を行うことを基本とすること。 

（３）個人情報の保護を徹底すること。 

（４）効率的運営を行うこと。 

（５）管理運営費の削減に努めること。 

 

３ 施設の概要 

（１）名  称 萩市須佐釣り桟橋 

（２）場  所 萩市大字須佐７２４８番地１０及び７２４８番地１０地先 

（３）竣  工 平成１０年 

（４）施設規模 釣り桟橋 総延長２５０ｍ 

（５）営 業 日 ①４月２９日から５月５日までの間 

②７月から９月までの土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日 

③８月１３日から８月１６日までの期間 

（６）時  間 午前８時３０分から午後４時３０分まで。ただし、指定管理者が必要があると認め

るときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。 

 

 

４ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（指定期間中、協定を締結するものとする。） 

 

５ 法令等の遵守 

  萩市須佐釣り桟橋の管理に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければならな

い。 

（１）地方自治法 

（２）萩市須佐釣り桟橋の設置及び管理に関する条例 



（３）業務を遂行する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵守し、雇用・労働条件への適

切な配慮がなされなければならない。 

※ 指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

６ 業務の範囲 

（１） 施設の利用許可に関する業務 

（２） 施設及び設備の維持管理に関する業務 

（３） その他市長が必要と認める業務 

 

７ 経費等について 

（１）予算の執行 

萩市は、施設サービスの質が低下することがないよう、指定管理者に対して、指定管理料を支払う

こととする。 

なお、指定管理料は、指定管理者の収支計画に基づき算定した一定額を予算の範囲内で支払うもの

とする。 

（２）事業報告 

  会計年度終了後、速やかに事業の報告を行うこと。 

（３）調査及び監査 

萩市は、必要に応じて、管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要

な支持をすることができる。 

 

８ 指定管理者の賠償責任 

管理者は、その責めに帰すべき理由により、業務の実施に関し萩市又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

また、国家賠償法等により萩市が第三者に当該損害を賠償したときは、萩市から求償権を行使さ

れることがある。 

 

９ 業務を実施するに当たっての注意事項 

  業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うとともに施設を適正に管理すること。 

 

１０ その他 

（１）その他、仕様書に記載のない事項については、萩市と協議を行うこと。 

（２）指定期間中、年度ごとの予算については、萩市の財政の状況等により金額が変更となる場合があ

る。 

 

１１ 協議 

   この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合

は、萩市と協議し決定する。 


